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Ⅰ はじめに 

 

 自治体で働く保健師は，ヘルスプロモーションの理念に基づき，住民の疾病予防や健康

増進，高いＱＯＬ維持のため，社会の要請や住民の生活の変化に対応し，健康課題の解決

に重要な役割を果たしている。また，時代とともに保健医療福祉を取り巻く環境もめまぐ

るしく変化し，地域保健法の施行，医療制度改革，市町村合併，保健医療福祉システムの

改変等，変化に対応した取り組みが求められ，保健師の人材育成は重要な課題となってい

る。 

 県内自治体保健師の人材育成については，地域保健法制定を機に，平成８年度厚生科学

研究費の助成を受け，「宮城県保健婦研修検討会」を設置し，市町村及び保健所保健婦の役

割，役割遂行のために必要な能力，研修のあり方について「保健所保健婦及び市町村保健

婦の研修に関する報告書」にまとめ，各自治体において取り組みを進めてきた。 

 平成２１年には，「保健師助産師看護師法」及び「看護師等の人材確保に関する法律」の

改正が行われ，業務に従事する看護職の臨床研修等が努力義務となり，平成２３年２月に

は保健師においても「新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～」が国から示されてい

る。また，地域保健を取り巻く環境や制度の変化を受け，平成２５年４月には「地域にお

ける保健師の保健活動について（厚生労働省健康局長通知）」が発出され，改正された「地

域における保健師の保健活動に関する指針」（以下，「指針」という）が示された。その中

で，保健師の資質の向上，人材育成が重点課題のひとつとして掲げられた。 

 一方，平成２３年３月１１日に東日本大震災が発生し，震災後の保健活動から，地域全

体を捉える保健師本来の機能や，市町村と保健所の協働の必要性などが確認されるように

なった。このような震災後の活動の振り返りや，平成２５年４月に示された「指針」等を

とおし，県内保健師の間で保健師活動のあり方や人材育成について議論や検討が行われる

ようになってきた。  

これらの状況を踏まえ，平成２５年度から平成２６年度まで国庫補助事業「地域保健従

事者現任教育推進事業」を活用し，「宮城県保健師人材育成ガイドライン検討会」（以下，「検

討会」という）を設置し「みやぎの保健師人材育成ガイドライン」（以下，「ガイドライン」

という）の作成に取り組んできた。「ガイドライン」活用の推進に向け，作成の過程におい

て県内自治体保健師一人ひとりが参画できるよう，各所属における「保健師の現任教育に

関する調査」及び「圏域別人材育成に係る意見集約」を行った。 

検討会では，これらの調査結果や意見集約から県内保健師の人材育成の現状及び課題を

整理した上で，保健師のめざすべき姿，人材育成の体制等について検討し，本ガイドライ

ンを作成した。 

本ガイドラインは，住民の健康課題の解決をめざし，公衆衛生の視点に基づく地域全体

の把握・地域特性を踏まえた活動を行うため，保健師のめざすべき姿・活動の本質，求め

られる能力，人材育成の体制についてまとめている。特に，人材育成を進める仕組みづく

りが重要と捉え，各自治体における体制のほか，圏域，全県での推進体制を示している。

各自治体の特性，人材育成の方針や計画，職員構成に合わせて参考として頂きたい。 
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Ⅱ 宮城県の健康課題 

  

 宮城県の健康課題は，少子高齢化や疾病構造の変化，経済情勢の変化，社会的な格差の

影響に加え，東日本大震災による住民の生活の変化等により，多岐にわたっている。 

今後は，東日本大震災後の健康課題を踏まえ，２０年後，３０年後を見据えた保健医療

福祉施策の展開が求められる。 

 

１ 高齢化の進展 

 全国同様，本県においても高齢化が急速に進展している。人口はわずかに減少している

が，世帯数は増加しており※1，高齢者世帯及び高齢者独居世帯※2の増加がみられる。また，

東日本大震災以降，沿岸部市町においては，生活環境の変化等の影響による生活不活発病

や認知症が増加し，要介護認定者も増加している。 

平均寿命の延伸により，２０２５年には団塊の世代が７５歳以上となり，２０４２年に

は６５歳以上の人口がピークになると予測されていることから，今後更なる医療及び介護

の需要増加が見込まれている。これらの状況から，平成２６年６月には「地域における医

療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」が成立し，高齢者等が住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生最期まで続けることができるよう，地域包括ケアシステムの構築

が進められている。 

※１：住民基本台帳人口及び世帯数（県統計課資料より） 

                            ※２：高齢人口調査結果（県長寿社会政策課資料より） 

 

２ 健康状況 

 本県においては，がん，心疾患，脳血管疾患のいわゆる三大死因による死亡数が全体の

６割近くをしめている。三大死因の年齢調整死亡率（人口１０万対）は，全国同様低下傾

向にあるが，脳血管疾患では男女とも全国平均より高くなっている。 

平成２２年の健康寿命は，男性７０．４０歳（全国平均７０．４２歳），女性７３．３８

歳（全国平均：７３．６２歳）で全国とほぼ同様である。 

また，平成２２年度特定健診の結果では，本県のメタボリックシンドローム該当者・予

備軍の割合が全国ワースト２位であった。 

このような健康課題の解決に向け，健康寿命の延伸，健康格差の縮小，生活習慣病の発

症予防・重症化防止，個人・家庭・学校・医療機関・地域保健・職域保健等が一体となっ

た健康づくりの取り組みが必要である。 

 

３ 少子化・核家族化・地域コミュニティの変化 

少子化や核家族化，価値観やニーズの多様化，地域コミュニティにおける人間関係の希

薄さやコミュニケーション機会の減少等により，孤立した育児，児童虐待，ＤＶ，メンタ

ルヘルスの問題等が顕在化している。安心して地域で生活できるようソーシャルキャピタ

ルの醸成やこころの健康づくりが，今後ますます重要となる。 
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また，県内の自死者数は，平成１５年に６００人を超えた後，平成２１年をピークに減

少傾向にあるが，東日本大震災の影響も踏まえ，ポピュレーションアプローチからハイリ

スクアプローチまで幅広い取り組みが求められる。 

 

４ 健康危機管理 

 近年，自然災害（地震，豪雨，土砂，火山噴火等）の他，原子力災害，新興感染症等，

これまでに経験のない健康危機に晒される機会が増えている。健康危機に対しては，健康

被害の発生予防・拡大防止，疾病の治療や生活の再構築等，適切かつ迅速な対応が求めら

れることから，平常時から組織内及び関係機関と対応等を共有しておくことが重要である。 

 また，東日本大震災の経験から，地域住民同士や関係機関との日常的なつながりが，健

康危機発生時の健康被害の拡大防止の一助となることが確認されている。 

 

５ 東日本大震災による影響 

津波被害のあった沿岸地域では，家族構成や住環境の変化等の影響により要支援・要介

護高齢者の増加やアルコール問題の顕在化などの健康問題が出現している。また，地域コ

ミュニティの変化や高齢化の加速により，地域の相互扶助機能の低下もみられている。 

過去の大震災の経験からも，大震災後は，うつ，アルコール問題，自死等心の健康問題

のリスクが高い状態が続くと言われている。今後，仮設住宅から災害公営住宅等への入居

が進んでいくが，新たな生活環境や人間関係の不安やストレスによる心身の健康問題も懸

念され，見守り支援の充実が求められる。 
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Ⅲ 宮城県の自治体保健師を取り巻く課題 

 

１ 宮城県の自治体保健師の現状 

  「保健師の現任教育に関する調査」（参考資料４；Ｐ５１～６０），「圏域別人材育成に

係る意見集約」（参考資料５；Ｐ６１）から，県内自治体保健師の現状についてまとめ

た。「保健師の現任教育に関する調査」は，県内市町村（３５市町村），県保健所・支

所（９ヶ所）を対象に行い，全市町村及び県保健所・支所から回答があった。 

（１）保健師数  

  近年，自治体職員が減少する中，自治体保健師は全国的に増加している。また，県

内自治体保健師も年々増加し，平成１３年度に７００名を超え，平成２６年５月１日

現在７５８名となっている（図１）。また，東日本大震災以後（平成２３年度以降）に

採用された保健師は，１２７名である。 

   その他，東日本大震災後は，任期付職員の採用や地方自治法による派遣も受けてお

り，平成２６年５月１日現在，任期付職員８名（市町：８名，県保健所・支所：０名），

自治法派遣職員１３名（市町：１１名，県保健所・支所：２名）となっている。 

 

（２）配置状況 

 ① 市町村（仙台市含む） 

   保健部門（保健福祉部門含む）への配置が 71.3％と多くなっているが，福祉部門・

介護保険部門等の様々な分野にも少数配置されている。また，経験年数でみると，新

任期保健師は，87.8％が保健部門に配置され，福祉部門・介護保険部門へは，中堅期

保健師の 27.6％，管理期保健師の 25.8％が配置されている。 

   また，統括的な役割を担う保健師の配置は，１４市町村（40.0％）であり，うち「事

務分掌上の位置づけ有り」は２市町村，「課長または課長補佐職が担っている」は９市

町村，「年齢・経験年数による」は２市町村であった。「配置なし」は２１市町村であ

った。なお，「平成２６年度保健師活動領域調査（厚生労働省）」によると，管理的立

場にある保健師は，部局長級１名，次長級１名，課長級３１名であった。 
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② 県保健所・支所 

   新任期保健師の 60.9％が母子・障害班への配置と多く，次いで，疾病対策班の 26.1％

であった。中堅期保健師の 35.0％が母子・障害班配置，30.0％が支所配置である。管

理期保健師は，疾病対策班への配置が 39.4％で，班長が保健師ということもあり多く

なっている。また，統括的役割を担う保健師として，各保健所に総括担当保健師が配

置されている。 

 

２ 現任教育体制の状況 

（１）人材育成計画 

  各自治体職員対象の人材育成計画を策定している市町村は，１０市町村（28.6％），保

健師人材育成マニュアルを整備している市町村は３市町村（8.6％）であった。県におい

ては，平成２６年３月に「宮城県保健師育成プログラム」が作成されている。 

（２）現任教育体制 

  ① 市町村（仙台市含む） 

保健師の「研修責任者」の配置は７市町村（20.0％），「教育担当者」の配置は６市

町村（17.1％）と少なく，「新人保健師の指導保健師」の配置は，１３市町村（37.1％）

であった。「新人保健師の指導保健師」の役割を担っていても，新人保健師の指導が業

務に位置づけられず負担を感じている者もいた。 

一方，「事例検討」，「事例共有」，「事業企画や評価の検討」は，各々６割から８割の

市町村で実施されており，これらが各職場でＯＪＴとして位置づけられていることが

伺える。 

「計画的なＯｆｆ-ＪＴへの派遣」は，１５市町村（42.9％）で実施しているが，「計

画的な学会等での発表」は，２市町村（5.7％）であった。 

また，「計画的な人材確保」は５市町村（14.3％），「ジョブローテーション」は９市

町村（25.7％）であった。 

② 県保健所・支所 

「宮城県保健師育成プログラム」に沿って取り組んでおり，「研修責任者」，「教育担

当者」，「新人保健師の指導保健師」を位置づけている保健所・支所は，９ヶ所中７ヶ

所（77.8％）であった。支所においては，組織体制が異なることや保健師の人数が少

ないことなどから，プログラムに沿った体制が十分に取られていない。 

「事業企画や評価の検討」は全保健所・支所で，「組織横断的な検討・研修」，「事例

共有」は８ヶ所,「事例検討」は７ヶ所で実施しており，地域全体を捉え，住民の健康

課題を解決するため，所内で情報共有や検討の機会を定期的に設けていることが伺え

る。 

                  

３ 人材育成の課題 

 宮城県の健康課題，自治体保健師の現状・現任教育体制から，人材育成の課題を整理し

た。 
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（１）体系的な人材育成の取り組みの充実 

少子高齢化の進展に伴う新たな健康課題の顕在化や困難事例の増加，東日本大震災後

の健康支援活動等により，保健師の活動範囲が拡大し内容も複雑化している。各分野に

おいて，より専門的な対応が求められ，業務多忙な状況が続いている。また，保健師の

分散配置の進展も影響し，体系的な人材育成が難しくなっている。 

これらの現状から，保健師は，各階層に求められる知識や技術を段階的に獲得し，資

質の向上に努めるとともに，その知識や技術を継承していくことが重要である。また，

効果的な保健師活動を展開するため，人材育成の目的及び目標を明確にし，組織内・圏

域・全県において重層的な取り組みを進める仕組みづくりが必要である。 

  研修参加については，宮城県保健師専門技術研修階層別研修（県医療整備課主催）へ

の参加率は高いが，研修時間や予算の確保の困難さからか，全国規模の研修及び学会へ

の参加は少なくなっている。組織における計画的な研修受講や，自己啓発を推進する意

識の醸成が必要である。 

（２）公衆衛生の視点を持ち，かつ地域・ライフステージ全体を捉える視点の重視 

保健師には，個々の事例に共通する健康課題や潜在的ニーズを地域の課題として捉え，

地域活動を展開していく力が求められるが，業務分担制や分散配置が進み，地域全体や

住民の生活を包括的に捉えた活動や，乳児から高齢者までのライフステージ全体を捉え

た個別支援や地域保健活動ができにくくなっている。 

住民の健康課題に対応するためには，公衆衛生の視点で地域全体・ライフステージ全

体を捉え，地域特性を踏まえた活動を展開するためのスキルの獲得が必要である。 

現任教育の調査結果から，多職種・多機関と連携した個別支援や，組織内で事例検討

を実施している自治体が多いことがわかった。これらの個別の支援や事例検討を地域の

健康課題のアセスメントへと発展させる等，既に実施している取り組みを深めていくこ

とは，効果的・効率的な取り組みにつながっていくと考えられる。 

（３）予防的視点の強化 

対応困難事例や緊急対応事例が増加し，緊急性の高い事例や，日々の相談対応を優先

せざるを得ない現状にある。しかし，個別支援に終始せず，住民が自ら健全な状態を維

持し，健康的な行動がとれるよう，住民の健康度を高める予防的な視点での活動が重要

である。 

また，地域住民同士のつながりを強め，地域住民が主体的・継続的に健康課題の解決

に取り組めるよう地域づくりも大切である。 
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Ⅳ 保健師のめざすべき姿 

 

１ 保健師活動がめざすもの 

保健師の活動は，地域全体の健康の保持増進及び疾病の予防を図り，住民，関係機

関と連携・協働し，地域の健康課題を解決し，地域住民が安心・安全でその人らしく

健やかに暮らせる地域づくりをめざしている。 

 
 

 

２ 地域における保健師の活動の本質 

地域における保健師の活動の本質は，「地域を『みる』『つなぐ』『動かす』」「予防的

介入の重視」「地区活動に立脚した地域特性に応じた活動の展開」の三つであり，全て

の保健師が，共通認識と自覚を持って活動を展開することが重要である。（「地域にお

ける保健師の保健活動に関する検討会報告書」（平成２５年３月）より抜粋） 

（１）地域を「みる」「つなぐ」「動かす」 

・ 個人の健康問題の共通点や地域特性等から地域の健康課題や関連施策を総合的

に捉える。 

・ 健康問題の解決に向けて住民や組織をつなぎ，自助，共助などの住民主体の行

動を引き出し，地域に根付かせる。 

（２）予防的介入の重視 

・ 日ごろの活動を通じて，健康課題やその顕在化の可能性を予見し，予防的に関 

与する。 

・ 健康問題に気付いていない，あるいは支援の必要性を訴えることができない住 

民等に対し，義務や契約に基づかないアプローチを行う。 

（３）地区活動に立脚した地域特性に応じた活動の展開 

・ 家庭訪問や健康づくり活動等の地区活動を通じて，住民やその生活の場に直接 

関わり，地域の実態を把握する。 

・ 健康課題の背景にある生活の状況を把握し，健康課題の分析・優先度の判断を行

う。 

地域住民が安心・安全でその人らしく健やかに暮らせる地域づくり 

をめざします。 

  地域の健康課題を住民，関係機関とともに解決する 

地域全体の健康の保持増進・疾病の予防 
保健師は！ 

図２ 保健師活動がめざすもの 
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・ 住民の主体的な健康づくりや住民主体の地域づくりを推進するとともに，地域の

つながりを強化するため，ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成に努め，

ソーシャルキャピタルを醸成し，積極的な活用を図る。 

 

      図３ 地域における保健師の活動の本質 

出典：地域における保健師の保健活動に関する検討会報告書 

（地域における保健師の保健活動に関する検討会） 

 

３ 保健師に求められる能力 

保健師には，医学・看護学・公衆衛生看護学の知識・技術を基盤とし，常に住民視点に

立った上で，基本的能力，行政的能力，専門的能力の向上が求められる。

 

 

 

（１）基本的能力（職業人としての基本的能力） 

常に住民の視点に立ち，地域の健康課題解決に自ら積極的に取り組む職業人としての

能力である。 

（２）行政的能力（自治体職員として求められる能力） 

行政職員として，各自治体の政策の実現や行政運営を果たすための自治体職員として

の能力である。 

 

 

保健師の 
活動の本質 

 

 

地域を 
「みる」 
「つなぐ」 

「動かす」 

地区活動に 
立脚した 
活動の展開 

予防的介入の 
重視 

図４ 保健師に求められる能力 
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（３）専門的能力（行政保健師としての専門能力） 

個別支援，住民ニーズや地域の情報の集積，分析等による地域の課題の明確化，地域

における保健活動の実践力（関係機関との協働，施策化・実施・評価等）等，専門職と

しての能力で，図４のとおり６項目とした。専門的能力は，階層別にはしごを昇るよう

に獲得していくもので，本ガイドラインでは，以下のとおり，階層別対象者を定義し，

階層別到達目標を設定した。 

① 階層別対象者の定義 

・新任期   保健師経験年数 １年目から５年目 

（特に，保健師経験年数１年目の保健師を「新人保健師」という）  

   ・中堅期   保健師経験年数 ６年目から１９年目 

   ・管理期   保健師経験年数 ２０年目以上 

② 階層別到達目標 

   保健師に求められる６つの専門的能力の定義と，各階層（新任期・中堅期・管理期）

の到達目標を「専門的能力における階層別到達目標（総括表）」（Ｐ１０）にまとめた。

また，階層別に求められる能力として，能力区分毎に到達目標，行動目標（Ｐ１１～

１８）を示した。 
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ＮＯ 能力区分 定義 新任期（1～5年目） 中堅期（6～19年目） 管理期（20年目以上）

○ 個人・家族の健康問題をアセスメ
ントし，適切な支援ができる。

○ 個別事例の支援に必要なケアチー
ムを編成し，困難事例に対応でき
る。

○ 関わっている事例全体の状況を把
握し，支援の優先順位が分かり，
必要なケアチームの育成ができ
る。

○ 対象の健康課題に応じた健康教育
や集団指導が展開できる。

○ 適切な支援方法について実践し，
評価改善することができる。

○ 支援の過程で必要なスーパーバイ
ズやコンサルテーションができ
る。

○ 住民の主体的健康づくり活動を育
成・支援することができる。

○ 個から地域への健康課題に気づ
き，健康問題改善，健康増進のた
めに住民団体の主体的な活動を促
すことができる。

○ 住民団体の主体的な活動や運営の
スーパーバイズができる。

○ 担当する業務から住民ニーズ，地
域特性や健康課題を示す情報を日
常業務から収集し，課題を明らか
にすることができる。

○ 担当する業務の情報分析から地域
レベルの健康課題を抽出し資料化
できる。

○ 地域の健康課題解決に向けた施策
化や保健計画策定に必要な情報を
収集活用し，一元化・共有化がで
きる。

○ 担当地区の健康課題をもとに，研
究課題を見出すことができる。

○ 研究計画を立案し，研究のリ－
ダーシップをとることができる。

○ 調査研究体制の整備と研究計画の
立案・実践の助言ができる。

○ 担当業務に関する地域特性や健康
課題に対応した保健活動計画を立
案することができる。

○ 上司や関係者と調整しながら，地
域の健康課題に対応した中長期的
な事業計画を立てることができ
る。

○ 組織内調整や予算確保，関係機関
との合意と協働が得られるための
体制を整えることができる。

○ 担当する保健事業を効果的かつ円
滑に実施するための実施計画を立
案することができる。

○ 計画の全体イメージや具体的な目
標・内容・効果が伝わる企画書を
作成することができる。

○ 社会情勢の変化や長期的かつ包括
的な視点から計画を推考すること
ができる。

○ 保健事業の目標や活動方針に沿っ
て，円滑に事業運営，実施ができ
る。

○ 組織や各種計画の目標に沿った保
健事業の企画，実施ができる。

○ 業務や体制の見直しを常に行な
い，保健事業や施策を改善するこ
とができる。

○ 自分の担当している業務について
評価ができる。

○ 事業評価結果を事業の企画，実践
に反映させることができる。（Ｐ
ＤＣＡサイクルの実践）

○ 事業計画や施策との関連を踏ま
え，事業運営，モニタリングを行
うことができる。

○ 事業ごとに評価指標を設定し，達
成状況を客観的に評価できる。

○ 評価により得られた課題を地域保
健活動に反映させることができ
る。

4 健康危機管理能力
・健康危機事象の発生時に対応する
能力

○ 危機管理マニュアル等を理解し，
チームの一員として，リーダーの
指示の下に行動できる。

○ 組織内の有効な指示系統を把握
し，情報の把握と報告を迅速に行
ない，適切な対応ができる。

○ 健康危機発生時に関係機関と連携
をとり，情報を適切に処理し，迅
速な対応ができるように指導がで
きる。

○ 必要に応じて市町村や他の関係機
関及び他職種と連携して業務を実
施できる。

○ 対象のニーズに応じて，最適な
サービスを総合的に提供するた
め，関係者や関係機関との連携を
推進することができる。

○ 地域ケアシステムの構築に努め，
関係機関や他職種が連携できるよ
うに，常に調整機能を発揮するこ
とができる。

○ 日常業務に関係する社会資源を理
解し，活用できる。

○ 新たに開発や改善が必要な社会資
源について提言できる。

○ 必要な社会資源について関係者，
関係機関間で意見交換や検討する
ためのシステムづくりができる。

○ 後輩の能力に応じて業務を調整
し，事業（計画）の進行管理がで
きる。

○ スタッフの能力を見極め，その能
力を高めるよう業務を与えること
ができる。

○ 新任期保健師と信頼関係を築き，
新任期保健師の成長のプロセスを
支援できる。

○ スタッフを育成するための職場内
外の環境整備ができる。

○ 保健師等の学生実習の指導ができ
る。

○ ソーシャルキャピタルを醸成して
いく上で果たすべき役割を理解
し，その活用を図ることができ
る。

○ 組織としての保健師人材育成に関
する取り組み全体をマネジメント
できる。

3
企画立案・保健事業
運営能力

・能力を活用して適切な助言と動機
づけができる能力
・自ら考え，気づき，工夫や改善点
を引き出せる能力
・人材育成のための環境整備ができ
る能力

5
連携・調整・
社会資源開発能力

・関係機関の調整，他職種と連携す
る能力
・関係機関との連携を通してサービ
ス提供体制を構築する能力
・地域の社会資源を開発する能力

6 人材育成能力

・保健活動の理念や目標を明確化す
る能力
・地域の健康課題をアセスメントす
る能力
・保健事業計画を立案する能力
・各種計画策定に参画する能力
・保健事業の実践，進行管理ができ
る能力
・保健事業の見直しができる能力
・保健事業や施策を評価，改善する
能力（ＰＤＣＡサイクル実践能力）

専門的能力における階層別到達目標（総括表）

1
個人・家族・
集団・地域支援能力

・健康課題をアセスメントする能力
・カウンセリング能力
・支援計画を立案する能力
・支援する能力
・支援を評価・改善する能力
・集団に対する健康教育を実施する
能力
・住民や民間団体の主体的な健康づ
くりを支援する能力

2
情報収集・調査研究
能力

・地域の健康課題を明らかにするた
めの情報収集・分析ができる能力
・健康課題を解決するための調査研
究の立案ができる能力
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№1

Ｎｏ 能力区分

○
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

○
①

②

③

④

○ 住民の主体的健康づくり活動を把握し，育
成・支援することができる。

①

○
①

②

③

④

⑤

個人・家族への支援計画を立案する。

支援内容について，即座に報告や判断の的確さについて助言を求める。

担当業務の保健事業や家庭訪問等を通して，地域の健康情報を収集する。

行動目標

新任期保健師に求められる能力

到達目標

保健指導記録票の作成・保管をする。

個人・家族の健康問題をアセスメントし，適
切な支援ができる。

1

個人・家
族・集団・
地域支援能
力

2
情報収集・
調査研究能
力

収集した情報を，地域特性や健康課題を抽出するデータとして整理・選択し，保管する。

地域特性や健康課題を分析するためにデータを必要に応じて加工する。

対象の健康課題に応じた健康教育や集団指導
が展開できる。

健康教育・集団指導に必要な基礎知識，管内情報を把握する。

個別の健康課題を地区の健康課題と関連させて考える。

情報をもとに集団への支援計画を立案する。

担当する業務に関する既存資料・衛生統計等から必要な情報を収集する。

支援に必要な基礎知識，管内情報を把握する。

個人・家族の健康問題について情報収集，アセスメントする。

担当する業務から住民ニーズ，地域特性や健
康課題を示す情報を把握し，収集することが
できる。

支援計画に基づいた個別支援を実施する。

計画した健康教育や集団指導を実施する。

自助グループ等住民の主体的健康づくり活動を育成・支援する。

担当する支援対象者の優先順位を考える。

関係者によるケア会議等において，支援計画への意見を提出し，役割を果たす。

担当業務の実績や評価から調査研究の必要性を説明する。
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№2

Ｎｏ 能力区分

○
①

②

○
③

④

⑤

⑥

⑦

○ 保健事業の目標や活動方針に沿って，円滑に
事業運営，実施ができる。

①

②

③

④

○ 自分の担当している業務について評価ができ
る。

①

②

③

○
① 関連法令及び健康危機管理マニュアルの内容を把握している。

② 健康危機発生時に保健師に求められる役割を把握する。

③
地域活動において把握した保健・医療・福祉施設や関係職種，地域ボランティア等に関係する情報を整
理・保管し，必要時提供できるよう準備する。

④ チームの一員として与えられた役割を果たす。

⑤ 現場の状況を観察し，得た情報をチームに適切に伝える。

⑥ 被災者対応等チームの一員として支援者への健康支援をする。

新任期保健師に求められる能力

到達目標 行動目標

課題や問題点を次年度の事業計画に反映させる。

保健福祉関連計画と担当保健事業と法令の関係がわかる。

担当する保健事業を総合的に捉え，地域の健康課題と関連させて評価する。

各種計画と自分が担当する保健事業の根拠，目的・目標について，他者に説明する。

担当地区や担当業務の内容を把握し，評価の視点や方法が分かる。

担当地区，担当業務の課題を整理する。

決裁文書など公文書を適切に作成することができる。

地域特性や健康課題を踏まえ，担当する保健事業の実施計画を立案する。

担当する保健事業・予算計画及び執行方法がわかる。

担当業務の根拠法令，要綱，予算等を説明する。

発
生
時

平
常
時

各保健事業を体系的に理解し，チームの一員として各事業における保健師の役割を果たす。

自分が関わっている保健事業が円滑に実施できるよう，保健師として役割を果たす。

各保健事業の目標，活動方針，運営方針を把握し，各事業における保健師の役割を理解する。

自分が関わっている保健事業において，チームの一員として分担した役割を果たす。

担当する各種保健事業を効果的かつ円滑に実
施するための実施計画を立案することができ
る。

4

3

危機管理マニュアル等を理解し，チームの一
員として，リーダーの指示の下に行動でき
る。

企画立案・保
健事業運営
能力

担当業務に関する地域特性や健康課題に対応
した保健活動計画を立案することができる。

健康危機管
理能力
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№3

Ｎｏ 能力区分

○ 必要に応じて市町村や他の関係機関及び他職
種と連携して業務を実施できる。

①

②

③

④

新任期保健師に求められる能力

到達目標 行動目標

5
連携・調整・
社会資源開
発能力

管内の保健・医療・福祉関連の社会資源の所在地，交通経路や連絡方法を把握する。

必要に応じて関係職種，関係機関を選択し，連携・調整する。

必要に応じて自助グループ，ボランティアグループ，ＮＰＯ等とコミュニケーションを持ち，協力を求め
る。

最適なサービスを総合的に提供するために，不足する領域の人的・社会資源開発の必要性を理解する。
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№1

№ 能力区分

○
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

○
①

○
①

②

③

④

○
①

②

③

④

⑤

⑥

事例検討を実施し，支援について関係者と目的の共有や役割分担をする。

個別事例の支援に必要なケアチームを編成
し，困難事例に対応できる。

個別の事例についてＰＤＣＡサイクルに基づいて展開を進める。

個から地域の健康課題に気づき，健康問題改
善，健康増進のために住民団体の主体的な活
動を促すことができる。

中堅期保健師に求められる能力

到達目標 行動目標

適切な支援方法について実践し，評価改善す
ることができる。

対象者の持つ様々な条件や問題を整理し，問題解決のためにケアチーム編成の必要性の判断及び編成をす
る。

支援体制をシステム化する。

市町村の個別支援実施状況を把握し，助言ができる。

係内保健師の対応の評価を行い，必要に応じて助言する。

係内保健師の活動記録から，潜在的な健康課題や共通する課題に気づき，チーム内で共有・検討する。

2
情報収集・
調査研究能
力

ニーズが地域に普遍的なものか対象者固有のものか判断し，地域のニーズとして位置づける。

保健活動の目標にそって管内の既存組織や社会資源の活動を評価し，効果的な役割分担がなされるよう調
整する。

健康問題改善，健康増進のために，住民団体の主体的な活動を促す。

地域のニーズの根拠を，上司にプレゼンテーションする。

担当する業務の情報分析から地域レベルの健
康課題を抽出し資料化できる。

情報の収集・管理について新任保健師に指導ができる。

1

個人・家
族・集団・
地域支援能
力

多問題家族など複雑困難な事例に対応する。

管内の潜在的な健康課題を，データに基づき可視化させる。

地域の実態や各種データをもとに，調査研究を行う。

活動実績や保健指導により収集した情報から，必要なものを整理，選択し，経験や知識を生かして分析
し，資料化することができる。

関係部署内で地域の健康問題を示すデータを共有する場を設け，業務に有効に活用することができる。

客観的データをもとに，広域的な地区診断をし，その結果を提示する。
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№2

№ 能力区分

○
①

②

○
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

○
①

②

③

○
①

○
①

②

③

④

中堅期保健師に求められる能力

到達目標 行動目標

それぞれの事業評価を次年度の事業企画や実践に結びつける。

プレゼンテーションや交渉を行う。

保健計画立案や施策化における保健師の専門性と役割を認識する。

担当保健事業を企画，実施する。

必要な情報の緊急度・重要度を判断し，担当する事業の企画や実施に反映させる。

他事業と併せ，人員配置の調整をする。

計画の内容を資料化し，上司や関係者に報告・提供する。

各事業の評価を，担当する事業の企画や実践に結びつける。

係や所属の目標と関連して，それぞれの事業の評価をする。

予め，事業目標に評価の視点を設定する。

事業評価結果を事業の企画，実践に反映させ
ることができる。（ＰＤＣＡサイクルの実
践）

3
企画立案・保
健事業運営
能力

組織や各種計画の目標に沿った保健事業の企
画，実施ができる。

事業ごとに評価指標を設定し，達成状況を客
観的に評価できる。

上司や関係者と調整しながら，地域の健康課
題に対応した中長期的な事業計画を立てるこ
とができる。

事業の評価視点（評価指標）により評価する。

計画の全体イメージや具体的な目標・内容・
効果が伝わる企画書を作成することができ
る。

地域の健康課題を明確にし，事業計画策定の必要性を理解する。

簡潔明瞭で，事業全体のイメージや具体的な内容・効果が伝わる企画書を作成する。

計画や施策化の必要性を関係者に提起する。

事業計画の評価を行い，評価結果の活用と波及効果について分析する。

地域ニーズに応える方法として，施策化の必要性を理解する。
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№3

№ 能力区分

○
①

常に危機意識を持ち，予防活動として日常業務の中で状況把握や客観的な判断ができるよう，モニタリ
ングを行う。

② 業務に関連するマニュアルや必要物品の点検・整備を行う。

③ 住民を代表する地区組織など住民との協働体制づくりを推進する。

④ 保健所・市町村や関係機関との連携・調整，役割分担の明確化を図る。

○ ①

②

○ 新たに開発や改善が必要な社会資源について
提言できる。

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

○ 後輩の能力に応じて業務を調整し，事業（計
画）進行管理ができる。

①

○ 新任期保健師と信頼関係を築き，新任期保健
師の成長のプロセスを支援できる。

②

○ 保健師等の学生実習の指導ができる。
③

中堅期保健師に求められる能力

到達目標 行動目標

4

健康危機管
理能力

組織内の有効な指示系統を把握し，情報の把
握と報告を迅速に行ない，適切な対応ができ
る。

連携・調整・
社会資源開
発能力

平
常
時

後輩や係内保健師の報告を正確に聴く。

組織内に必要な関係機関の情報を，必要に応じて提供する。

必要に応じて，他機関や他職種と連携して業務を行う。

⑤

⑥

発
生
時

組織内の有効な指示系統を把握し，情報の把握と報告を行う。

6

事
後

取り組み全体の報告書を作成し，全体の方策や今後の取り組みの提案をまとめ，情報提供する。

地域の課題を共有し，情報を共有・発信する場を組織内外で設定する。

管内の社会資源の有無や量の具体的な実態（対象者，条件，利用方法等）を把握している。

管内の社会資源の質的情報（サービスの内容，効果や効率等）について把握している。

個々の資源について，地域の健康状態の促進や健康課題の解決の有効性を明確にする。

地域に不足し，今後新たに開発や改善が必要となる社会資源について提言し，上司とともに社会資源の開
発に携わる。

人材育成能
力

新任者や係員が行っている日常的業務を把握している。

新任者が相談しやすい関係をつくり，業務への意欲が高まるような助言をする。

各養成機関の実習目標を鑑みた実習指導をする。

住民や関係職種との共同活動を効果的に展開する。

対象のニーズに応じて，最適なサービスを総
合的に提供するため，関係者や市町村及び関
係機関との連携を推進することができる。

5
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№1

№ 能力区分

○
①

②

○
③

④

⑤

○
①

②

○
③

④

○
①

②

○
③

④

⑤

⑥

⑦

○
①

②

③

④

○
①

②

事業計画や施策との関連を踏まえ，事業の運営，モニタリングを行う。

複雑困難な事例のスーパーバイズやコンサルテーションをする。

地域の自助グループ活動を支援する。

個人・家
族・集団・
地域支援能
力

個人・家族の困難事例に対して，組織的なケアチームを育成する。

地域全体の事例の状況を把握し，組織的管理下のもと，健康危機管理に対応できるよう平時から事例間の
支援の優先順位をつける。

関わっている事例全体の状況を把握し，支援の
優先順位が分かり，必要なケアチームの育成が
できる。

調査研究体制の整備と研究計画の立案・実践の
助言ができる。

支援の過程で必要なスーパーバイズやコンサル
テーションができる。

幅広い領域の情報を分析し，行政として取り組むべき課題を中長期的な視点から提示する。

立案された計画について，適切に助言し，必要に応じて計画の修正を指示する。

組織内の保健活動の進捗状況を把握し，必要に応じて指導・助言・調整を行う。

地域の課題解決のために事業の重要性・必要性を提起し，予算を獲得する。

個人情報管理，情報開示，倫理的な観点から情報の所在の明確化と管理規定を遵守する。

長期的かつ包括的な視点から，地域の健康課題を見通した計画を策定する。

事業や業務体制の見直しに取り組み，有効で具体的な指示を出す。

評価により得られた課題を，政策の見直しに反映させる体制を整備する。

管理期保健師に求められる能力

到達目標 行動目標

組織内において，地域の健康課題を共有し，取り組みへの合意と協働を得るための体制を整える。

地域の健康課題について，住民や関係者等へ提示し共有する場を設ける。

3
企画立案・保
健事業運営能
力

評価により得られた課題を地域保健活動に反映
させることができる。

組織内調整や予算確保，関係機関との合意と協
働が得られるための体制を整えることができ
る。

社会情勢の変化や長期的かつ包括的な視点から
計画を推考することができる。

業務や体制の見直しを常に行い，保健事業や施
策を改善することができる。

地域の健康課題を各種計画に活かす。

2
情報収集・
調査研究能
力

1

健康づくりの推進にむけて住民組織，ＮＰＯなどの活動の支援についてスーパーバイズをする。

事業評価を行い，評価結果を各種計画に反映させる。

期待される成果や，得られた結果に対する評価を含めた計画を策定する。

収集した管内データを多面的に組み合わせて分析し，系統立てた情報の整理や分類，保管を行い，タイム
リーに活動できるよう提示できる。

地域の健康課題の重要度や緊急性がわかる資料を作成し，説明する。

地域の健康課題解決に向けた施策化や保健計画
策定に必要な情報を収集活用し，一元化・共有
化ができる。

地域特性に応じた目標設定・評価指標により，計画の進捗状況を確認しながら課題を明確にする。
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№2

№ 能力区分

○
① 健康危機発生時に向けて，必要物品の管理，定期的な訓練を実施する。

②
健康危機発生時に向けて，保健所・市町村や関係機関との連携を図り，保健指導に関する体制を整備す
る。

③ 健康危機管理マニュアル等における保健活動の体制整備や役割分担の明確化を図る。

④ 健康被害の発生予防策や調査を実施し，関係機関に情報を発信する。

⑤
新たな健康危機事象に対応するため，大規模な健康危機事象を参考にして専門的な知識，適切な対応能
力を習得する。

⑥ 組織内の有効な指示系統を把握し，情報の把握と報告を行い，部下に適切な指導ができる。

⑦
変化する環境に対応し，関係職員と十分に連携を図り，協働して保健活動を行うと共に，関係機関へ情
報発信を行い，問題解決に取り組む。

⑧ 原因究明や被害の拡大防止のための体制を整備する。

⑨ 保健活動に関する報告書を作成し，対応の一連の経過の分析及び今後の方向性を整理する。

⑩ 今後の予測を立て，問題回避等予防的な取り組みを関係者と協議し，推進する。

○
①

②

③

○ スタッフの能力を見極め，その能力を高めるよ
うな業務を与えることができる。

①

○ スタッフを育成するための職場内外の環境整備
ができる。

②

○ ソーシャルキャピタルを醸成していく上で果た
すべき役割を理解し，その活用を図ることがで

③

○ 組織としての保健師人材育成に関する取り組み
全体をマネジメントできる。

④

管理期保健師に求められる能力

到達目標 行動目標

健康危機発生時に関係機関と連携をとり，情報
を適切に処理し，迅速な対応ができるように指
導ができる。

住民や関係機関と地域の実態について意見交換や検討ができるシステムをつくる。

発
生
時

4

健康危機管理
能力

事
後

平
常
時

6
人材育成能
力

現任教育計画に参画し，進行管理をする。

個々の資源について，地域の健康状態の促進や健康課題の解決の有効性を明確にする。

今後，新たに開発や改善が必要となる，地域に不足する社会資源について提言する。

ソーシャルキャピタルを広域的に醸成し，その活用を図るとともにその核となる人材の育成に努める。

地域のケアシステムの構築に努め，関係機関や
多職種が連携できるように，常に調整機能を発
揮することができる。

部下の能力を的確に評価し，無理なく能力を高められるよう業務を与える。

部下育成の必要性を説明でき，組織内で必要な調整を行う。

5
連携・調整・社
会資源開発能
力
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Ⅴ 人材育成の推進 

 

１ 人材育成の目的 

 自治体保健師は，新たな健康課題や多様化・高度化する住民ニーズに的確に対応し，

効果的な保健活動を展開するため，常に資質の向上を図る必要がある。 

そのため，自治体保健師の人材育成は，各自治体の人材育成方針に基づき，職員に求

められる意識や姿勢に加え，時代の変化を捉えた公衆衛生看護活動が実践できるよう，

必要な専門的知識・技術の習得を目的に展開されるものである。 

 

２ 人材育成の方針 

（１）社会状況の変化や多様な住民ニーズに対応した，質の高い保健サービスを提供で

きる実践能力を強化する。 

（２）保健師基礎教育と連動を持ち，新任期，中堅期，管理期の各階層に応じた到達目

標を達成しながら，保健師としてのめざすべき姿を実現する。 

（３）職業人としての基本的能力，自治体職員としての行政的能力，保健師としての専

門的能力を公衆衛生看護活動の実践を通して習得する。 

（４）自ら成長するために，目標を持って能力開発に取り組む。 

（５）職場内研修，職場外研修を体系的，計画的に実施するとともに，人を育てる風土

や体制を整えるなど組織的に取り組む。 

 

３ 人材育成推進体制 

（１）人材育成を支える体制 

① 職場内（各市町村・保健所等）の体制と役割 

 各階層で求められる視点や能力は，各職場での日頃の保健活動の実践の中で獲得

されていくものが多い。そのため，個人の主体的な取り組みのほか，職場全体での

人材育成体制づくり・意識づけが求められる。 

イ）自治体職員としての人材育成 

各自治体職員の人材育成計画等に基づき，所属長等が責任者となって育成を

行う。（参考：平成９年１１月２８日付け自治能第７８号「地方自治・新時代に

おける人材育成基本方針策定指針について」） 

ロ）専門職としての人材育成 

組織全体で一人ひとりの成長を支えていくために，各自治体・組織の状況に

応じて体制を整え，効果的に人材育成を進める。 

・ 保健師の保健活動を組織横断的に総合調整し，技術的及び専門的側面から

指導する統括的な役割を担う保健師の配置が求められる。 

・ 保健師一人ひとりが自身・組織の人材育成の当事者であることを自覚し，全

ての保健師が積極的に人材育成に取り組むことが大切である。 
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○ 統括的な役割を担う保健師 

組織の中で，各階層の保健師の育成状況に責任を持ち，新任保健師・実地

指導者（プリセプター等）・教育担当者の指導や調整，進捗管理を行うととも

に，組織における保健師の人材育成の意識の醸成を図る。 

○ 教育担当者 

各階層の保健師が必要な能力を獲得することができるよう，統括的な役割

を担う保健師の助言を得ながら研修等を企画立案・実施する。 

         また，新人保健師の指導を円滑に進めるため，実地指導者（プリセプター

等）に助言や指導を行い，実地指導者（プリセプター等）との検討状況等に

ついて統括的な役割を担う保健師に報告・相談をする。 

○ 実地指導者（プリセプター等） 

新人保健師のもっとも身近な指導者・相談者として実地指導者（プリセプ

ター等）を選任する。 

効果的な指導を行うため，新人保健師の育成方針を部署内で共有し，新人

保健師に日々の業務について具体的な指導を行う。     

③  各機関の体制と役割 

    効果的な人材育成を行うため，職場内の体制に加え，各圏域，全県における取り

組み，大学（保健師養成課程）及び職能団体等との連携が必要である。 

イ）各保健所圏域における体制 

・ 保健所及び市町村は，圏域の健康課題や各々の保健活動計画等を共有する

とともに，保健活動の評価の機会を確保する等，ＰＤＣＡサイクルでの保

健活動を推進する。 

・ 保健所は，圏域内市町村と人材育成における課題を共有し，市町村と協働し，

圏域で必要とされる研修（宮城県保健師専門技術研修圏域研修等の実施）等

に取り組む。 

ロ）全県における体制 

・ 県（医療整備課）は，保健所等と連携し各種機会を捉え「ガイドライン」の 

周知に努める。 

・ 県（医療整備課）は，県内の取り組み状況等を確認し，定期的に人材育成に

関する検討会を開催する等，人材育成体制に関する評価を行い，人材育成体

制の整備に努める。 

・ 県（医療整備課）は，人材育成の評価に基づき，宮城県保健師専門技術研修     

を企画・実施する。 

ハ）大学（保健師養成課程）・職能団体等との連携 

・ 研修等の講師・助言者としての協力及び各種事業への助言等の協力を得る。 

・ 保健師養成の現状や住民の健康課題等について情報共有し，大学と現場が連

携した現任教育を進めていく。 

・ 宮城県看護協会，全国保健師長会宮城県支部，宮城県保健師連絡協議会と連
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携し，県内自治体保健師の現任教育を進めていく。また，保健師一人ひとり

は，職能団体等の事業に積極的に参画し，自己啓発に努める必要がある。 

 

（２） 現任教育体系 

   効果的な能力開発に向け，キャリアラダーと現任教育の４つの柱（ＯＪＴ，Ｏｆｆ-ＪＴ，

ジョブローテーション，自己啓発）を組み合わせて行うことが重要である。能力開発

のイメージは，図５のとおりである。 

 

図５ 能力開発のイメージ 

① キャリアラダーによる体系 

各階層における職務内容や必要なスキルを明確にし，下位職から上位職へはしごを

昇るように移行できるキャリア向上の道筋とその能力開発の機会を提供する仕組みを

キャリアラダーという。 

各期における到達目標（Ｐ１０～１８参照）の達成をめざし，人材育成に取り組む

ことが必要である。 

② 現任教育の４つの柱 

イ）ＯＪＴ（職場内研修） 

保健師の能力向上を図るためには，日常の業務をとおして行われる指導・助言に  

より必要な能力を身につけるＯＪＴが極めて重要である。 

ＯＪＴは，指導の対象となる保健師の知識・技術や経験を踏まえ，職場全体で各

期の到達目標の達成をめざして取り組むことが大切である。 

また，ＯＪＴは地域特性や課題への対応等を念頭において行われることが重要で

あるとともに，職場の構成員各自の知識，技術やＯｆｆ-ＪＴ（職場外研修）の成果

を活かせるよう留意することが求められる。 

ロ）Ｏｆｆ-ＪＴ（職場外研修） 

Ｏｆｆ-ＪＴは，通常業務から一時的に離れて参加する研修である。Ｏｆｆ-ＪＴは，

専門性の高い知識や技術の習得や最新情報等を学ぶことができ，自己啓発への意欲
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を高める効果があり，Ｏｆｆ-ＪＴの学びを実践に生かす姿勢や工夫が必要である。

また，階層や業務内容に応じて個人・組織での研修派遣計画を立てる等，計画的に

行うことが望ましい。 

ハ）ジョブローテーション 

ジョブローテーションは，幅広く業務を経験することで，職員のスキルの向上や

キャリアアップを図っていく方法である。 

担当業務の変更も，幅広い知識・技術の修得につながるものであり，「地方自治・

新時代における人材育成基本方針策定指針について」（平成９年１１月２８日付け自

治能第７８号自治省行政局公務員部長通知）に基づく人材育成に配慮した計画的な

人事配置が求められる。 

    新任期は，個別事例のアセスメント・支援・評価を通して，個人・家族・集団・

地域支援の能力の獲得が求められる時期であるため，保健部門に配置することで，

個別支援が経験でき，適切な指導がうけやすくなると考えられる。 

また，「地域における保健師の保健活動について」（平成２５年４月１９日付け健

発０４１９第１号厚生労働省健康局長通知）に都道府県及び市町村が保健師の計画

的かつ継続的な確保に努めるよう示されているが，各自治体における保健師の確保

は，経験年数の偏りを防ぎ，効果的な知識・技術の継承にもつながる。 

二）自己啓発 

効果的な人材育成のためには，保健師一人ひとりが，専門職としての自覚，意欲

や主体性を持つことが必要であり，自己啓発はその基本となる。 

保健師自ら，学会や研修会等へ積極的に参加するとともに，調査・研究に取り組

み，専門的な知識や技術の向上を図ることが求められる。また，調査・研究，学会

発表等は，保健活動の見直しや自己の専門能力の開発の一助となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

み
る 

 

つ
な
ぐ 

 

動
か
す 

求
め
ら
れ
る
能
力 

（
基
本
的
・
行
政
的
・
専
門
的
） 

各種学会，職能団体活動等への参加 
自主的研修，サークル活動等への参加 
関係図書，文献等による学習      等 

業務を通じた指導 
ケースカンファレンス，事例検討 
集合研修                   等 

行政職員としての研修（市町村職員研修等） 

業務・分野別研修（母子・精神・高齢者…） 
宮城県保健師専門技術研修 
派遣研修 
各種学会等への参加及び発表     等 

ジョブ 
ローテーション 

ＯＦＦ-ＪＴ 

ＯＪＴ 

自己啓発 

人材育成計画による配置・異動 
行政組織内の他分野への異動 
人事交流（派遣等）                  等 

現任教育の目標 現任教育の柱 具体的な取り組み（例） 

図６ 現任教育の柱と取り組み例 
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（３） 現任教育の評価 

保健師が身につけなければならない能力は多岐に亘るため，保健師一人ひとり及び

各職場において，保健師のめざすべき姿を意識し，それぞれの階層において求められ

る能力の獲得をめざし，計画的に現任教育に取り組んでいく必要がある。 

また，評価表等を用い，自己評価とともに，ＯＪＴの一環として組織での評価を行

い，各期に求められる能力の獲得状況や課題を確認し，目標や人材育成プログラムの

修正を図りながら，ＰＤＣＡサイクルに基づいた人材育成を進めていくことが重要で

ある。 

 

（４） 人材育成体制の検証 

  人材育成の推進のため，各職場における取り組み状況の定期的な評価が重要である。 

また，各職場における評価の他，各圏域及び全県における評価等重層的な検証が必要

である。県（医療整備課）は，市町村，保健所等と連携し，県内の取り組み状況を確認

し，人材育成に関する検討会を開催する等人材育成体制や研修体制等の評価を行い，時

代の変化に応じた県内自治体保健師の人材育成を推進する。 
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「宮城県保健師人材育成ガイドライン作成検討会」開催状況 

 

１ 目的  

新任期から管理期まで一貫して，公衆衛生看護活動に必要な専門知識，技術，態度，

姿勢を身につけた自治体保健師を育成するため，人材育成の拠り所として現場で活用で

きるガイドラインを作成し,県内保健師の現任教育の充実を図る。 

＜目標＞ 

・ 現場で日常的に活用できるガイドラインを作成するため, 県内自治体保健師が，ガイ

ドライン作成に積極的に関与できるようにする。 

・ 目指すべき保健師像，新任期・中堅期・管理期の到達目標を明確にする。ただし,分

野（母子・精神等）に特化した項目は除く。 

 

２ 実施期間 

平成 25～26年度 

 

３ 検討会委員 

  市町村・仙台市・県保健師，保健師教育機関の代表者 10名（Ｐ63名簿参照） 

（全国保健師長会東北ブロック・宮城県支部役員，宮城県看護協会保健師職能委員，

宮城県保健師専門技術研修階層別保健師研修指導者 等） 

 

４ 検討内容（全８回） 

公衆衛生看護活動を実践する保健師像，県内保健師の現状と課題，各階層の到達目標

と必要な知識・技術・態度・姿勢，人材育成推進体制について検討した。 

（１）平成 25年度（３回） 

ガイドラインのアウトライン・作成方法，県内自治体保健師の人材育成の調査内容 

（２）平成 26年度（５回） 

ガイドラインの内容，活用の推進方法 

・ 「保健師の現任教育に関する調査（Ｐ51）」「圏域別人材育成に係る意見集約」（Ｐ

61）の結果を基に検討 

・ 検討過程で整理された,「宮城県内の人材育成等の強み・課題・方策等」はＰ49

～50のとおり 

  

参考資料３ 
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５ 検討会開催状況 

 

 日 付 議 題 

平

成

25

年

度 

第
一
回 

H26.1.16（木） （１）検討会の主旨について 

（２）宮城県保健師専門技術研修から見えた現状と課題について 

（３）公衆衛生看護活動を実践するめざすべき保健師像について 

（４）実態調査について 

第
二
回 

H26.2.6（木） （１）ガイドラインの内容，イメージについて 

（２）宮城県保健師人材育成ガイドライン作成検討会工程表（案）

について 

第
三
回 

H26.3.4（火） （１）宮城県保健師人材育成ガイドライン作成検討会工程表（案）

について 

（２）保健師の現任教育に関する調査（案）について 

平

成

26

年

度 

第
一
回 

H26.10.28（火） （１）ガイドライン作成・検討スケジュール 

（２）「保健師の現任教育に関する調査」「圏域別人材育成に関す

る意見集約」結果 

（３）「めざすべき保健師像」について 

第
二
回 

H26.11.17（月） （１）県内自治体保健師の現状・課題 

（２）ガイドラインの内容について 

第
三
回 

H26.12.16（火） （１）ガイドラインの内容について 

（２）「現任教育体制」「研修体系」について 

（３）「現任教育推進体制の評価・推進」について 

第
四
回 

H27.1.26（月） （１）今後の進め方について 

（２）ガイドライン（案）について 

（３）ガイドラインの活用の推進について 

第
五
回 

H27.3.3（火） （１）ガイドライン（案）への提案意見について 

（２）ガイドラインの活用の推進について 

  ① 周知について 

  ② 活用の推進について 
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宮
城
県
内
保
健
師
の
人
材
育
成
等
の
強
み
・課
題
・方
策
等

　
(「
保
健
師
の
現
任
教
育
に
関
す
る
調
査
」
「
圏
域
別
人
材
育
成
に
係
る
意
見
集
約
」
「
宮
城
県
保
健
師
人
材
育
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
検
討
会
」
の
意
見
の
ま
と
め
）

№
１

強
み
・
人
材
育
成
の
工
夫

課
題

方
策

・
地
区
担
当
制
で
地
域
に
出
る

・
地
域
を
総
合
的
に
見
る
，
特
性
を
知
る
機
会
を
確
保
し
に
く
い

・
活
動
の
科
学
的
検
証
と
実
践

・
地
域
診
断
を
実
施
し
て
い
る

・
地
域
の
実
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い

・
現
状
分
析
・
地
域
診
断
を
学
ぶ
機
会

・
事
業
を
こ
な
す
こ
と
で
精
一
杯
な
状
況
に
あ
る

・
事
業
の
振
り
返
り

・
保
健
所
主
催
の
，
圏
域
の
課
題
や
業
務
の
整
理
の
機
会
の
設
定

・
個
を
大
切
に
す
る

・
地
域
の
実
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い

・
住
民
と
接
す
る
機
会
，
個
別
ケ
ー
ス
支
援
の
機
会
を
増
や
す

・
地
区
担
当
制
で
地
域
に
出
る

・
困
難
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ー
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増
え
，
個
別
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る

・
対
象
者
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う

・
【
保
健
所
】
住
民
へ
の
直
接
サ
ー
ビ
ス
が
減
り
，
経
験
を
通
し
て
学

ぶ
機
会
が
減
っ
た

・
生
活
者
の
視
点
を
も
つ

・
積
極
的
な
地
区
活
動

・
地
域
に
住
む
全
て
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必
要
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援
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け
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れ
る
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す
る

（
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保
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て
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で
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チ
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点
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担
当
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出
る
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知
る
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し
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域
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る

・
業
務
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当
・
地
区
担
当
を
併
用
し
て
い
る

・
業
務
の
可
視
化

・
【
保
健
所
】
震
災
の
経
験
か
ら
，
市
町
村
支
援
の
役
割
を
再
確
認

し
，
市
町
村
に
出
向
い
て
地
域
の
特
性
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
識

が
強
化
さ
れ
た

・
や
り
た
い
と
思
う
仕
事
は
，
地
域
の
様
子
や
社
会
情
勢
を
総
合
的
に

み
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る

・
災
害
公
営
住
宅
入
居
に
よ
り
健
康
課
題
が
変
化
す
る
。
市
町
村
，

保
健
所
が
１
０
年
後
を
見
据
え
保
健
活
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る

・
保
健
所
主
催
の
，
圏
域
で
の
情
報
交
換
の
機
会

・
地
区
担
当
制

・
業
務
・
地
区
担
当
を
併
用
し
て
い
る

・
市
町
村
・
保
健
所
の
地
区
担
当
制
の
推
進

・
【
保
健
所
】
震
災
の
経
験
か
ら
，
市
町
村
支
援
の
役
割
を
再
確
認

し
，
市
町
村
に
出
向
い
て
地
域
の
特
性
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
識

が
強
化
さ
れ
た

・
保
健
所
が
地
区
担
当
制
を
と
ら
な
い
た
め
，
市
町
村
と
の
関
係
が
希

薄
化
し
て
い
る

・
地
域
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
視
点

・
住
民
の
自
立
に
向
け
た
サ
ポ
ー
ト
力
の
育
成

・
地
域
住
民
の
自
助
や
共
助
を
高
め
，
地
域
全
体
の
課
題
解
決
力
を

高
め
る

・
災
害
公
営
住
宅
入
居
に
よ
り
健
康
課
題
が
変
化
す
る
。
市
町
村
，

保
健
所
が
１
０
年
後
を
見
据
え
保
健
活
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る

・
他
職
種
，
他
機
関
と
の
連
携
が
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る

・
分
散
配
置
に
よ
り
，
市
町
村
内
の
部
署
間
で
連
携
が
取
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る

・
組
織
横
断
的
な
研
修
・
情
報
交
換
の
場
の
確
保

・
積
極
的
な
協
働
を
意
識
し
て
い
る

・
保
健
師
間
で
業
務
を
共
有
す
る
機
会
，
研
鑽
の
場
が
減
少
し
た

・
統
括
保
健
師
の
配
置

・
組
織
内
の
横
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て
い
る

・
連
携
・
協
働
の
視
点

・
他
職
種
・
他
機
関
と
の
連
携
・
協
働
が
で
き
て
い
る

・
社
会
資
源
の
活
用
・
改
善
・
創
出
の
視
点

・
施
策
を
知
る
，
施
策
化
す
る

・
地
域
診
断
を
実
施
し
て
い
る

・
施
策
を
知
る
，
施
策
化
す
る

※
　
「
地
域
に
お
け
る
保
健
師
の
保
健
活
動
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
5
年
4
月
1
9
日
付
け
健
発
第
0
4
1
9
第
1
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
別
紙
の
項
目
に
て
分
類
し
た

地
区
診
断
に
基
づ
く

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
施

個
別
課
題
か
ら
地
域
課
題
へ
の

視
点
及
び
活
動
の
展
開

地
区
活
動
に
立
脚
し
た

活
動
の
強
化

地
区
担
当
制
の
推
進

予
防
的
介
入
の
重
視

地
域
特
性
に
応
じ
た

健
康
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

部
署
横
断
的
な

保
健
活
動
の
連
携
及
び
協
働

各
種
保
健
医
療
福
祉
計
画
の

策
定
及
び
実
施

-
-- -

地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

-
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宮
城
県
内
保
健
師
の
人
材
育
成
等
の
強
み
・課
題
・方
策
等

　
(「
保
健
師
の
現
任
教
育
に
関
す
る
調
査
」
「
圏
域
別
人
材
育
成
に
係
る
意
見
集
約
」
「
宮
城
県
保
健
師
人
材
育
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
検
討
会
」
の
意
見
の
ま
と
め
）

№
2

強
み
・
人
材
育
成
の
工
夫

課
題

方
策

・
組
織
で
相
談
・
助
言
で
き
る
雰
囲
気
が
あ
る

・
行
政
能
力
を
学
ぶ
機
会
が
少
な
い

・
住
民
の
自
立
に
向
け
た
サ
ポ
ー
ト
力
の
育
成

・
支
援
後
の
振
り
返
り
の
時
間
を
確
保
し
て
い
る

・
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
全
体
を
通
し
た
幅
広
い
知
識
が
乏
し
い

・
保
健
師
の
達
成
目
標
の
明
示
（
自
己
評
価
，
組
織
内
で
の
評
価
）

・
組
織
内
で
事
例
・
事
業
・
研
修
受
講
内
容
を
共
有
し
て
い
る

・
担
当
領
域
の
知
識
・
技
術
は
高
ま
る
が
，
保
健
師
の
専
門
性
の
低

下
が
見
ら
れ
る

・
年
代
毎
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

・
事
例
検
討
会
を
実
施
し
て
い
る

・
配
置
先
に
よ
り
知
識
や
業
務
経
験
の
偏
り
が
生
じ
る

・
個
人
を
育
て
る
こ
と
で
職
場
を
育
つ
仕
組
み
づ
く
り

・
新
任
期
保
健
師
に
は
，
法
的
根
拠
・
統
計
か
ら
見
え
る
地
域
の
状

況
を
説
明
し
て
い
る

・
業
務
多
忙
の
た
め
，
人
材
育
成
に
関
す
る
検
討
や
，
プ
リ
セ
プ
タ
ー

に
よ
る
指
導
の
余
裕
が
な
い

・
Ｏ
Ｊ
Ｔ
と
集
合
研
修
の
連
動

・
研
修
企
画
に
新
任
期
，
中
堅
期
，
管
理
期
全
て
の
階
層
の
保
健
師

が
携
わ
る
よ
う
に
し
て
い
る

・
事
例
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
を
保
健
所
に
お
願
い
し
た
い

・
研
修
の
学
び
を
現
場
で
活
か
す
実
践
力

・
外
部
で
の
研
修
受
講
内
容
を
組
織
で
共
有
す
る
よ
う
に
し
て
い
る

・
理
念
や
方
針
が
な
い
ま
ま
，
個
人
の
裁
量
で
指
導
し
て
い
る

・
県
，
保
健
所
，
市
町
村
の
人
材
育
成
の
取
り
組
み
の
連
動

・
プ
リ
セ
プ
タ
ー
を
配
置
し
て
い
る

・
人
材
育
成
の
担
当
者
が
い
な
い
，
不
明
確
で
あ
る

・
人
材
育
成
部
署
の
明
確
化
（
担
当
者
の
明
示
，
プ
リ
セ
プ
タ
ー
の
配

置
，
研
修
等
）

・
学
生
実
習
を
活
用
し
て
い
る

・
【
保
健
所
】
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
現
任
教
育
を
開
始
し
た

・
【
保
健
所
】
県
保
健
師
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
て
い
る

・
【
保
健
所
】
市
町
村
の
協
力
を
得
，
県
で
は
経
験
で
き
な
い
市
町
村

事
業
に
参
加
し
，
住
民
の
様
子
や
地
域
保
健
活
動
の
実
際
を
把
握

し
て
い
る

・
研
修
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
に
し
て
い
る

・
業
務
多
忙
の
た
め
，
Ｏ
Ｊ
Ｔ
や
O
F
F
-
Ｊ
Ｔ
が
不
十
分
で
あ
る
。
人
材
育

成
を
自
己
研
鑽
に
頼
る
と
こ
ろ
が
あ
る

・
研
修
の
必
要
性
（
予
算
獲
得
へ
）

・
研
修
受
講
内
容
を
組
織
で
共
有
す
る
よ
う
に
し
て
い
る

・
業
務
多
忙
の
た
め
，
計
画
的
な
研
修
・
学
会
派
遣
が
困
難
で
あ
る

・
研
修
受
講
の
工
夫
（
中
堅
，
管
理
期
保
健
師
の
資
質
の
格
差
。
公

務
で
な
い
と
研
修
に
出
な
い
保
健
師
が
い
る
）

・
予
算
削
減
で
研
修
の
機
会
が
減
少
し
た

・
・
保
健
所
で
新
任
期
保
健
師
の
人
材
育
成
を
行
っ
て
欲
し
い
。
圏
域

の
研
修
は
参
加
し
や
す
い

・
新
任
期
保
健
師
は
，
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
部

署
（
母
子
保
健
・
健
康
づ
く
り
等
）
に
配
置
し
て
い
る

・
個
人
の
努
力
で
研
修
を
受
講
す
る
た
め
，
資
質
に
差
が
出
て
い
る

・
新
任
期
保
健
師
は
，
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
全
体
を
捉
え
，
個
別
支
援
に

取
り
組
め
る
部
署
へ
の
配
置
が
望
ま
し
い

・
保
健
師
が
裁
量
を
も
つ
範
囲
で
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る

・
計
画
的
な
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
が
，
人

事
に
関
与
で
き
な
い

・
人
材
育
成
を
視
野
に
入
れ
た
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

・
計
画
的
な
採
用
が
な
い
た
め
，
保
健
師
の
年
齢
構
成
に
偏
り
あ
り

・
保
健
師
の
ポ
ス
ト
獲
得

・
・
保
健
分
野
の
担
当
班
の
保
健
師
班
長
ポ
ス
ト
の
確
保

・
調
整
機
能
の
必
要
性

自
己
研
鑽

・
職
能
団
体
等
の
事
業
へ
参
加
等
し
，
自
己
研
鑽
に
努
め
て
い
る

・
業
務
多
忙
の
た
め
，
Ｏ
Ｊ
Ｔ
や
O
F
F
-
Ｊ
Ｔ
が
不
十
分
で
あ
る
。
人
材
育

成
を
自
己
研
鑽
に
頼
る
と
こ
ろ
が
あ
る

・
積
極
的
に
学
ぶ
場
に
出
る

・
日
頃
か
ら
「
保
健
師
活
動
指
針
」
を
意
識
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
し
て

い
る

・
保
健
師
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
育
ち
に
く
い
。

・
公
衆
衛
生
の
視
点

・
保
健
師
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
，
専
門
職
と
し
て
の
立
場
を
見
失
わ
な

い
・
プ
レ
ゼ
ン
能
力
（
地
域
の
実
態
，
事
業
，
業
務
他
）

・
目
指
す
べ
き
保
健
師
像
の
具
現
化
，
日
々
見
え
る
よ
う
に
す
る

・
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
の
意
識
化

・
新
任
期
に
限
ら
ず
，
中
堅
期
，
管
理
期
保
健
師
が
役
割
を
果
た
す

た
め
の
継
続
し
た
人
材
育
成
の
仕
組
み

・
し
た
い
と
思
う
仕
事
を
す
る
こ
と
が
後
輩
の
育
成
に
も
つ
な
が
る

・
保
健
所
が
人
材
育
成
の
取
り
組
み
・
評
価
の
核
と
な
る
べ
き

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
運
用
は
各
自
治
体
の
状
況
に
よ
る
。
あ
く
ま
で
も
保

健
師
活
動
指
針
を
ベ
ー
ス
に
す
る
こ
と

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
評
価
は
５
年
に
１
回
が
適
当

・
退
職
者
の
補
充
と
し
て
保
健
師
を
採
用
す
る
が
，
大
学
卒
の
保
健

師
は
即
戦
力
に
な
ら
ず
，
周
囲
の
保
健
師
に
負
担
が
か
か
っ
て
い

る
・
対
人
業
務
が
苦
手
な
中
採
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

・
圏
域
研
修
に
て
，
市
町
村
・
県
が
育
ち
合
う
仲
間
の
意
識
の
醸
成

に
努
め
て
い
る

・
市
町
村
と
保
健
所
の
協
働
は
，
目
的
や
メ
リ
ッ
ト
が
示
さ
れ
な
い
と

で
き
な
い

・
【
保
健
所
】
市
町
村
支
援
が
で
き
る
活
動
体
制
の
確
保

・
自
己
の
メ
ン
タ
ル
の
フ
ォ
ロ
ー
に
も
配
慮
し
て
い
る

・
保
健
所
主
催
の
担
当
者
会
議
や
研
修
は
，
他
市
町
村
や
県
内
の

情
報
が
入
る
た
め
，
貴
重
な
機
会
で
あ
る

・
保
健
師
自
身
の
心
身
の
健
康
の
保
持

・
職
員
の
健
康
へ
の
組
織
的
な
配
慮

※
　
「
地
域
に
お
け
る
保
健
師
の
保
健
活
動
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
5
年
4
月
1
9
日
付
け
健
発
第
0
4
1
9
第
1
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
別
紙
の
項
目
に
て
分
類
し
た

人 材 育 成

ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

Ｏ
Ｊ
Ｔ

Ｏ
Ｆ
Ｆ
－
Ｊ
Ｔ

県
階
層
別
研
修
の
工
夫

（
指
導
者
と
評
価
会
議
を
開
催
し
，
研
修
（
事
例
検
討
，
企
画
検
討
）

で
の
学
び
の
実
践
・
活
用
状
況
の
共
有
や
，
県
全
体
で
の
評
価
，

次
年
度
企
画
を
行
う
等
）

-

課
長
職
を
獲
得
し
た
が
，
期
待
ど
お
り
の
仕
事
が
難
し
い
状
況
あ
り

-

-
-

-

そ の 他

人
材
育
成
の

考
え
方
・
体
制

市
町
村
・
保
健
所
の
協
働

新
規
採
用
保
健
師

保
健
師
の
健
康
管
理

必
要
な

視
点
・
態
度
・
能
力
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保健師の現任教育に関する調査の概要 

 

１ 目的 

 宮城県保健師人材育成ガイドライン作成の参考とするため，県内の自治体保健師の現任

教育の実態を把握する。 

 

２ 対象 

・ 市町村（仙台含む） ３５市町村     

・ 県保健所・支所   ９ヶ所 

（回答者：統括的な役割を担う保健師，保健担当課人材育成担当者等） 

 

３ 実施時期 

平成２６年６月５日から６月１７日まで 

 

４ 方法 

各市町村健康増進担当課，各保健所企画総務班・各保健所支所地域保健班へ電子メール

にて回答票を送付及び回収 

 

５ 回収率 

１００％ 

 

６ 調査項目（調査記載要領・回答票 Ｐ５６～６０） 

 ・ 保健師数・配置状況（平成２６年５月１日現在） 

 ・ 保健部門業務の担当方法 

 ・ 保健師の現任教育の体制やしくみ（平成２６年度）   

・ 保健師の人材育成での工夫及び課題 

・ 「ガイドライン」作成についての要望等 

 

  

参考資料４ 
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７ 調査結果 

 

（１） 市町村 

 

① 保健師配置状況 

      表１ 保健師配置状況                  （人） 

 
保健 福祉 その他 計 

新任期 115（87.8）  11（8.4 ） 5（3.8） 131（100.0） 

中堅期 175（68.9）  70（27.6） 9（3.5） 254（100.0） 

管理期 175（65.5）  69（25.8） 23（8.6） 267（100.0） 

計 465（ － ） 150（ － ） 37（－）  652（ － ） 

 ※（ ）は各階層合計人数に対する割合 

② ＯＪＴが充実するための体制 

     表２ ＯＪＴが充実するための体制（市町村数）            （n=35）   

  有 無 不明/回答無し 

自治体職員対象人材育成計画 10 （28.6） 25 （71.4） 0 （0.0） 

統括保健師 14 （40.0） 21 （60.0） 0 （0.0） 

研修責任者 7 （20.0） 28 （80.0） 0 （0.0） 

教育担当者 6 （17.1） 29 （82.9） 0 （0.0） 

新人保健師の指導保健師 13 （37.1） 22 （62.9） 0 （0.0） 

計画的・組織横断的な検討・研修の場 12 （34.3） 23 （65.7） 0 （0.0） 

事例検討の実施 28 （80.0） 7 （20.0） 0 （0.0） 

事例共有の実施 24 （68.6） 11 （31.4） 0 （0.0） 

事業企画や評価の検討の実施 23 （65.7） 12 （34.3） 0 （0.0） 

計画的なＯｆｆ-ＪＴへの派遣 15 （42.9） 20 （57.1） 0 （0.0） 

計画的な学会等での発表 2 （5.7） 33 （94.3） 0 （0.0） 

計画的人材確保 5 （14.3） 29 （82.9） 1 （2.9） 

ジョブローテーション 9 （25.7） 25 （71.4） 1 （2.9） 

人材育成マニュアルの整備 3 （8.6） 32 （91.4） 0 （0.0） 

※（ ）は全市町村数（35市町村）に対する割合 
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（２） 県保健所・支所 

 

① 保健師配置状況 

 

 表３ 保健師配置状況                    （人） 

 
総括 

成人 

・高齢 

母子 

・障害 
疾病対策 支所 計 

新任期 0（0.0） 2（8.7） 14（60.9） 6（26.1） 1（4.3） 23(100.0) 

中堅期 0（0.0） 5（25.0） 7（35.0） 2（10.0） 6（30.0） 20(100.0) 

管理期 7（21.2） 6（18.2） 6（18.2） 13（39.4） 1（3.0） 33(100.0) 

計 7（ － ） 13（ － ） 27（ － ） 21（ － ） 8（ － ） 76（ － ） 

※（ ）は各階層合計人数に対する割合 

 

  

 

10  

14  

7  6  

13  12  

28  

24  23  

15  

2  
5  

9  

3  

25  

21  

28  29  

22  23  

7  

11  12  

20  

33  
29  

25  

32  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  
0

5

10

15

20

25

30

35

自
治
体
職
員
対
象
人
材
育
成
計
画 

統
括
保
健
師 

研
修
責
任
者 

教
育
担
当
者 

新
人
保
健
師
の
指
導
保
健
師 

計
画
的
・
組
織
横
断
的
な
検
討
・
研

修
の
場 

事
例
検
討
の
実
施 

事
例
共
有
の
実
施 

事
業
企
画
や
評
価
の
検
討
の
実
施 

計
画
的
なO

ff-J
T

へ
の
派
遣 

計
画
的
な
学
会
等
で
の
発
表 

計
画
的
人
材
確
保 

ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン 

人
材
育
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備 

図２ ＯＪＴが充実するための体制（市町村） 
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② ＯＪＴが充実するための体制  

表２ ＯＪＴが充実するための体制（保健所（支所）数）  （n=9） 

  有 無 

自治体職員対象人材育成計画 9 （100.0）  0  （0.0）  

統括保健師 8  （88.9）  1  （11.1）  

研修責任者 7  （77.8）  2  （22.2）  

教育担当者 7  （77.8）  2  （22.2）  

新人保健師の指導保健師 7  （77.8）  2  （22.2）  

計画的・組織横断的な検討・研修の場 8  （88.9）  1  （11.1）  

事例検討の実施 7  （77.8）  2  （22.2）  

事例共有の実施 8  （88.9）  1  （11.1）  

事業企画や評価の検討の実施 9 （100.0）  0   （0.0）  

計画的なＯｆｆ-ＪＴへの派遣 0   （0.0）  9  （100.0）  

計画的な学会等での発表 0   （0.0）  9  （100.0）  

計画的人材確保 0   （0.0）  9  （100.0）  

ジョブローテーション 0   （0.0）  9  （100.0）  

人材育成マニュアルの整備 9 （100.0）  0   （0.0）  

※（ ）は全保健所・支所数（9ヶ所）に対する割合 
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図４ ＯＪＴが充実するための体制（県保健所・支所） 
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無 

n=9 
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（３） みやぎの保健師人材育成ガイドライン」作成についての要望 

 

① 人材育成体制の推進 

・ 組織としての取り組みを促進するための発出の工夫 

・ 作成後の進行管理をしていく体制整備（研修の開催経費や参加旅費など予算面含む） 

・ 活用を促進するための定期的検証と修正（ガイドラインに沿った人材育成の推進体制

について，PDCA サイクルの視点で取り組んでいく） 

 

② ガイドラインの内容  

イ 構成・内容 

・ 使う立場に立った構成やまとめ方 

・ 実際の取り組みにつながるような，具体的にイメージしやすい内容 

ロ めざす保健師像，近づくための取り組みの明確化 

・ 最終的にどんな保健師をめざすのかが見えるととてもありがたい 

階層で体験することが示されていると，指導者側や指導される側の双方で確認が

できてメリットがある 

・ 保健師の教育課程を背景として，現在求められている保健師との間で，埋めなけ    

ればならない教育的内容を載せてほしい 

ハ 市町村と県の役割・連携の明示 

・ 市町村における人材育成についての内容を提言していただきたい 

・ 市町村と県保健師の連携のあり方についても盛り込んで欲しい 

・ 市町村単独で人材育成は困難な状況にあるため，県に期待したい 

・ 新人保健師の育成について，県の役割を具体的にのせていただきたい 

・ 管内の保健所や市町村保健師がつながる機会が年々少なくなっている。人材育成 

計画を保健所毎に企画していただきたい 

ニ その他 

・ 中堅期の扱いについて，前期・後期するか，係長・課長補佐級など職位とオーバ

ーラップさせるか，等工夫してほしい 

・ 保健師の計画的な採用について明記してほしい 

  

③ 自治体内での反映・期待  

・ ガイドラインは各組織の人事やジョブローテーションを担当する部署にも理解を求

め，取り組みに反映させることを切望する 

・ ガイドラインは活動の方向性を示すものになると思われる。ガイドラインの作成を受

け，市町村保健師になり「市町村保健師の活動マニュアル」の作成へとつながってい

くことを期待する  
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保
健
師
の
現
任
教
育
に
関
す
る
照
会
の
記
載
要
領

 

  
質
問
項
目
や
表
中
の
用
語
の
解
説
を
以
下
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

 

 設
問
１

 

保
健

 
い
わ
ゆ
る
ヘ
ル
ス
部
門
。
保
健
福
祉
課
に
所
属
し
て
い
る
場
合
，
主
な
業
務
が
保
健
業
務
で
あ

れ
ば
こ
ち
ら
に
記
入
。

 

福
祉

 
高
齢
者
・
児
童
・
障
害
者
福
祉
部
門
。
福
祉
事
務
所
，
介
護
保
険
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

等
。

 

そ
の
他

 
医
療
，
職
員
の
健
康
管
理
，
健
康
増
進
施
設
，
児
童
福
祉
施
設
，
身
体
障
害
・
知
的
障
害
者
施

設
，
発
達
相
談
支
援
施
設
等
，
上
記
「
保
健
」
「
福
祉
」
以
外
の
部
門
。

 

設
問
３
（
２
）

 

統
括
保
健
師

※
1
 

保
健
師
の
保
健
活
動
を
組
織
横
断
的
に
総
合
調
整
・
推
進
し
，
技
術
的
・
専
門
的
側
面
か
ら
指

導
す
る
役
割
を
担
う
保
健
師
。

 

設
問
３
（
３
）

 

研
修
責
任
者

※
2
 

所
属
機
関
の
教
育
方
針
に
基
づ
き
，
教
育
担
当
者
，
指
導
保
健
師
，
新
人
保
健
師
の
研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
策
定
，
企
画
・
運
営
に
対
す
る
指
導
・
助
言
を
行
う
。
研
修
の
企
画
・
運
営
・
実
施
・

評
価
の
全
て
の
過
程
に
お
い
て
の
責
任
者
。

 

教
育
担
当
者

※
2
 

新
人
だ
け
で
は
な
く
中
堅
期
も
含
め
，
所
属
機
関
の
教
育
方
針
に
基
づ
き
，
教
育
計
画
を
作
成

し
，
運
営
を
中
心
と
な
っ
て
行
う
保
健
師
。
指
導
保
健
師
へ
の
助
言
・
後
方
支
援
，
新
人
保
健

師
へ
の
指
導
・
評
価
を
行
う
。

 

新
人
保
健
師

※
2
 

就
業

1
年
目
の
保
健
師
。

 

指
導
保
健
師

※
2
 

新
人
保
健
師
に
対
し
て
，
保
健
活
動
に
関
す
る
実
地
指
導
，
評
価
等
を
行
う
保
健
師
。

 

計
画
的
・
組
織
横
断
的

な
検
討
・
研
修
の
場

 

保
健
部
門
・
福
祉
部
門
の
保
健
師
が
集
ま
り
計
画
的
に
実
施
す
る
情
報
交
換
会
・
研
修
会
等
。

 

事
例
検
討

 
保
健
師
が
関
わ
っ
て
い
る
処
遇
困
難
事
例
等
を
多
角
的
に
分
析
し
，
課
題
や
支
援
計
画
の
修
正
，

支
援
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
訪
問
後
の
報
告
，
相
談
は
含
ま
な
い
。

 

事
例
共
有

 
保
健
師
が
関
わ
っ
て
い
る
事
例
の
進
行
管
理
や
状
況
の
把
握
を
主
目
的
に
す
る
も
の
（
ケ
ー
ス

レ
ビ
ュ
ー
等
）
。
訪
問
後
の
報
告
，
相
談
は
含
ま
な
い
。

 

事
業
企
画
や
評
価
の
検

討
 

保
健
師
が
担
当
す
る
新
規
事
業
の
企
画
や
，
既
存
事
業
の
見
直
し
・
評
価
等
の
場
。

 

計
画
的
な

O
ff

-J
T
へ
の

派
遣

 

人
材
育
成
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
て
，
経
験
年
数
・
職
位
・
年
代
等
に
応
じ
て
計
画
的
に
派

遣
し
て
い
る
研
修
。
ト
ピ
ッ
ク
ス
的
に
行
く
も
の
は
該
当
し
な
い
。

 

計
画
的
な
学
会
等
で
の

発
表

 

日
本
公
衆
衛
生
学
会
等
で
計
画
的
に
発
表
し
て
い
る
も
の
。

 

ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
 

計
画
的
な
人
事
異
動
を
通
し
て
業
務
経
験
を
積
み
，
必
要
な
技
術
や
能
力
を
獲
得
で
き
る
よ
う

人
材
の
育
成
を
図
る
こ
と
。

 

※
1
…
平
成

2
5
年

4
月

1
9
日
付
け
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
地
域
に
お
け
る
保
健
師
の
保
健
活
動
に
つ
い
て
」

 

※
2
…
平
成

2
3
年

2
月

1
4
日
厚
生
労
働
省
「
新
人
看
護
職
員
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
～
保
健
師
編
～
」

 

 
 

 

市
町
村
用

 

問
い
合
わ
せ
：

 

宮
城
県
保
健
福
祉
部
医
療
整
備
課
看
護
班

 

電
話
：
０
２
２
－
２
１
１
－
２
６
１
５
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項
目
 

取
り
組
み

 

の
有
無
 

「
有
」
に
○
を
付
け
た
場
合
，
そ
の
内
容

 

キ
 事

業
企
画
や
評
価
の
検
討
の
実
施

 
有

 ・
 
無
 

1
 
定
期
（
頻
度
：
年

 
 
 
回
程
度
）

 

2
 
不
定
期
（
頻
度
：
年

 
 
 
回
程
度
）

 

H
2
6
年

4～
5
月
実
施
回
数
（

 
 

 
 
回
）
 

ど
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
ま
す
か
（
メ
ン
バ
ー
，
進
め
方
等
）
。 

（
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

 

ク
 計

画
的
な

O
ff

-
JT

へ
の
派
遣

 
有

 ・
 
無
 

国
レ
ベ
ル
の
研
修
（

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

 県
レ
ベ
ル
の
研
修
（

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

 そ
の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

ケ
 計

画
的
な
学
会
等
で
の
発
表

 
有

 ・
 
無
 

学
会
等
の
名
称
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）
 

コ
 計

画
的
人
材
確
保

 
有

 ・
 
無
 

ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

 

サ
 ジ

ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

 
有

 ・
 
無
 

ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

 

シ
 人

材
育
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備

 
有

 ・
 
無
 

作
成
時
期

 
（
平
成
 
 
年
 
 
月
）
 

作
成
部
署
（

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）

 

内
容
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）

 

ス
 そ

の
他

 
有

 ・
 
無
 

内
容
 

 ４
 
保
健
師
の
人
材
育
成
で
の
工
夫
，
課
題
が
あ
り
ま
し
た
ら
御
記
入
く
だ
さ
い
。

 

（
１
）
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と

 

     （
２
）
課
題
と
感
じ
て
い
る
こ
と

 

   

市
町
村
用

 
 

 
エ
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

（
３
）

O
J
T
が
充
実
す
る
た
め
の
人
的
体
制
や
組
織
体
制
で
，
取
り
組
み
の
有
無
の
該
当
す
る
も
の
に
○
を
し
，

 

「
有
」
に
○
を
付
け
た
場
合
，
そ
の
内
容
を
右
欄
に
記
入
・
選
択
く
だ
さ
い
。

 

項
目
 

取
り
組
み

 

の
有
無

 
「
有
」
に
○
を
付
け
た
場
合
，
そ
の
内
容

 

ア
 研

修
責
任
者

 
有

 ・
 
無

 
誰
が
担
当
し
て
い
ま
す
か
。

 

1
 

統
括
保
健
師

 

2
 

統
括
保
健
師
以
外
（
職
名

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

イ
 教

育
担
当
者

 
有

 ・
 
無

 
1
 
職
位

 
 

 
 
 

 
（

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）

 

2
 
貴
市
町
村
保
健
師
経
験
年
数

 
（

 
 
 
年
目
）

 

ウ
 新

人
保
健
師
の
指
導
保
健
師

 

 

有
 ・

 
無

 
H
2
6
年
度
新
規
採
用
保
健
師
数

 
 
（

 
 
 
 
名
）

 

指
導
保
健
師
の
所
属
は
ど
ち
ら
で
す
か
。

 

1
 
同
じ
係

 

2
 
違
う
係

 

※
複
数
い
る
場
合
は
，
基
本
的
な
考
え
方
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。
 

 
H
2
6
年
度
新
規
採
用
保
健
師

が
い
な
い
場
合

 

 
通
常
，
指
導
保
健
師
の
所
属
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
か

。
 

1
 

同
じ
係

 

2
 

違
う
係

 

エ
 計

画
的
・
組
織
横
断
的
な
検
討
・

 

研
修
の
場

 

有
 ・

 
無

 
招
集
し
て
い
る
部
署
・
招
集
者
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）
 

実
施
頻
度
（
年

 
 
 
 

 
回
程
度
）

 

H
2
6
年

4～
5
月
実
績

 
回
数

 
（

 
 
 

 
回
）

 

内
容
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）

 

 協
力
し
て
い
る
機
関
が
あ
れ
ば
当
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
付
け

て
く
だ
さ
い
。

 

1
 
保
健
福
祉
事
務
所

 

2
 
大
学
等
の
教
育
機
関

 

3
 
そ
の
他
（

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
）

 

オ
 事

例
検
討
の
実
施

 
有

 ・
 
無

 
1
 
定
期
（
頻
度
：
年

 
 

 
回
程
度
）

 

2
 
不
定
期
（
頻
度
：
年

 
 

 
回
程
度
）

 

 H
2
6
年

4～
5
月
実
施
回
数
（

 
 

 
 
回
）

 

事
例
内
容

※
（

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
）

※
母
子
，
精
神
等
 

カ
 事

例
共
有
の
実
施

 
有

 ・
 
無

 
1
 
定
期
（
頻
度
：
年

 
 

 
回
程
度
）

 

2
 
不
定
期
（
頻
度
：
年

 
 

 
回
程
度
）

 

 H
2
6
年

4～
5
月
実
施
回
数
（

 
 

 
 
回
）

 

事
例
内
容

※
（

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
）

※
母
子
，
精
神
等
 

 

市
町
村
用
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 ５
 
「
み
や
ぎ
の
保
健
師
人
材
育
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
作
成
に
つ
い
て
の
御
要
望
等
を
御
記
入
く
だ
さ
い
。

 

      

御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

 

問
い
合
わ
せ
：

 

宮
城
県
保
健
福
祉
部
医
療
整
備
課
看
護
班

 

電
話
：
０
２
２
－
２
１
１
－
２
６
１
５

 

市
町
村
用
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保
健
師
の
現
任
教
育
に
関
す
る
照
会
の
記
載
要
領

 

  
質
問
項
目
や
表
中
の
用
語
の
解
説
を
以
下
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

 

 設
問
２

 

研
修
責
任
者

※
1
 

所
属
機
関
の
教
育
方
針
に
基
づ
き
，
教
育
担
当
者
，
指
導
保
健
師
，
新
人
保
健
師
の
研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
策
定
，
企
画
・
運
営
に
対
す
る
指
導
・
助
言
を
行
う
。
研
修
の
企
画
・
運
営
・
実
施
・

評
価
の
全
て
の
過
程
に
お
い
て
の
責
任
者
。

 

教
育
担
当
者

※
1
 

新
人
だ
け
で
は
な
く
中
堅
期
も
含
め
，
所
属
機
関
の
教
育
方
針
に
基
づ
き
，
教
育
計
画
を
作
成

し
，
運
営
を
中
心
と
な
っ
て
行
う
保
健
師
。
指
導
保
健
師
へ
の
助
言
・
後
方
支
援
，
新
人
保
健

師
へ
の
指
導
・
評
価
を
行
う
。

 

新
人
保
健
師

※
1
 

就
業

1
年
目
の
保
健
師
。

 

指
導
保
健
師

※
1
 

新
人
保
健
師
に
対
し
て
，
保
健
活
動
に
関
す
る
実
地
指
導
，
評
価
等
を
行
う
保
健
師
。

 

計
画
的
・
組
織
横
断
的

な
検
討
・
研
修
の
場

 

保
健
部
門
・
福
祉
部
門
の
保
健
師
が
集
ま
り
計
画
的
に
実
施
す
る
情
報
交
換
会
・
研
修
会
等
。

 

事
例
検
討

 
保
健
師
が
関
わ
っ
て
い
る
処
遇
困
難
事
例
等
を
多
角
的
に
分
析
し
，
課
題
や
支
援
計
画
の
修
正
，

支
援
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
訪
問
後
の
報
告
，
相
談
は
含
ま
な
い
。

 

事
例
共
有

 
保
健
師
が
関
わ
っ
て
い
る
事
例
の
進
行
管
理
や
状
況
の
把
握
を
主
目
的
に
す
る
も
の
（
ケ
ー
ス

レ
ビ
ュ
ー
等
）
。
訪
問
後
の
報
告
，
相
談
は
含
ま
な
い
。

 

事
業
企
画
や
評
価
の
検

討
 

保
健
師
が
担
当
す
る
新
規
事
業
の
企
画
や
，
既
存
事
業
の
見
直
し
・
評
価
等
の
場
。

 

※
1
…
平
成

2
3
年

2
月

1
4
日
厚
生
労
働
省
「
新
人
看
護
職
員
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
～
保
健
師
編
～
」

 

県
保
健
所
用

 

問
い
合
わ
せ
：
医
療
整
備
課
 
看
護
班

 

電
話
：
０
２
２
－
２
１
１
－
２
６
１
５

 



60 

 

  

３
 
保
健
師
の
人
材
育
成
で
の
工
夫
，
課
題
が
あ
り
ま
し
た
ら
御
記
入
く
だ
さ
い
。

 

（
１
）
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と

 

       （
２
）
課
題
と
感
じ
て
い
る
こ
と

 

       ４
 
「
み
や
ぎ
の
保
健
師
人
材
育
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
作
成
に
つ
い
て
の
要
望
を
御
記
入
く
だ
さ
い
。

 

       

御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

 

問
い
合
わ
せ
：
医
療
整
備
課

 
看
護
班

 

電
話
：
０
２
２
－
２
１
１
－
２
６
１
５

 

県
保
健
所
用

 

 

項
目
 

取
り
組

み
 

の
有
無

 

「
有
」
に
○
を
付
け
た
場
合
，
そ
の
内
容

 

エ
 計

画
的
・
組
織
横
断
的
な
検
討

 

・
研
修
の
場

 

有
 ・

 無
 

招
集
し
て
い
る
部
署
・
招
集
者
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）
 

実
施
頻
度
（
年

 
 
 
 

 
回
程
度
）

 

H
2
6
年

4～
5
月
実
績

 
回
数
 
（

 
 
 

 
回
）
 

内
容
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）
 

 協
力
し
て
い
る
機
関
が
あ
れ
ば
当
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
付
け
て

く
だ
さ
い
。

 

1
 
市
町
村

 

2
 
大
学
等
の
教
育
機
関

 

3
 
そ
の
他
（

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
）
 

オ
 事

例
検
討
の
実
施

 
有

 ・
 無

 
１

 
定
期
（
頻
度
：
年

 
 
 
回
程
度
）

 

２
 
不
定
期
（
頻
度
：
年

 
 
 
回
程
度
）

 

 H
2
6
年

4～
5
月
実
施
回
数
（
 
 

 
 
回
）
 

事
例
内
容

※
（

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
）

※
母
子
，
精
神
等
 

カ
 事

例
共
有
の
実
施

 
有

 ・
 無

 
１

 
定
期
（
頻
度
：
年

 
 
 
回
程
度
）

 

２
 
不
定
期
（
頻
度
：
年

 
 
 
回
程
度
）

 

 H
2
6
年

4～
5
月
実
施
回
数
（
 
 

 
 
回
）
 

事
例
内
容

※
（

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
）

※
母
子
，
精
神
等
 

キ
 事

業
企
画
や
評
価
の
検
討
の

 

実
施
 

有
 ・

 無
 

１
 
定
期
（
頻
度
：
年

 
 
 
回
程
度
）

 

２
 
不
定
期
（
頻
度
：
年

 
 
 
回
程
度
）

 

H
2
6
年

4～
5
月
実
施
回
数
（

 
 

 
 
回
）
 

ど
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
ま
す
か
（
メ
ン
バ
ー
，
進
め
方
等
）
。
 

（
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）
 

 

ク
 そ

の
他
 

有
 ・

 無
 

内
容
 

 

県
保
健
所
用
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圏域別人材育成に係る意見集約の概要 

 

１ 目的 

 県内自治体保健師の人材育成に関する意見を反映させ,現場で日常的に活用できるガイ

ドラインを作成するとともに，県内全ての保健師が，人材育成は自治体保健師及び組織の

課題であることに気づき，個人・組織での主体的な人材育成の取り組みの一助とする。 

 

２ 対象 

（１）市町村・保健所保健師    

（２）県内採用一年目保健師 

 

３ 実施時期 

（１）平成２６年７月から９月まで（県内市町村・保健所保健師） 

（２）平成２６年８月２９日（採用一年目保健師） 

 

４ 方法 

（１）保健所圏域毎に，各圏域の実情に応じて収集・集約する（県内市町村・保健所保健

師） 

（２）保健師専門技術研修（新任期保健師研修）にて収集・集約する（採用一年目保健師） 

 

５ 内容 

（１）意見集約項目 

・ 保健師人材育成に関する現状・課題 

・ 保健師のあるべき姿・姿勢，求められる能力，必要な知識・技術・態度 

・ あるべき姿に近づくための方策・取り組み 

（２）収集・集約の視点 

・ 個人，所属（配置先），自治体（市町村，県（圏域）），地域特性等の環境 

・ 経験年数・職位（全年代，各階層（新任期・中堅期・管理期）等） 

・ 能力・知識・技術・態度（基本的能力，行政的能力，専門的能力） 

・ 人材育成の柱（ＯＪＴ，Ｏｆｆ-ＪＴ，ジョブローテーション，自己啓発等） 

 

※ 結果については，「宮城県保健師人材育成ガイドライン作成検討会」にて活用した 

（Ｐ49～50参照） 

  

参考資料５ 
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